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IPCCとは

特別報告書とは



IPCCとは
気候変動に関する政府間パネル

Intergovernmental Panel on Climate Change
 1988年に世界気象機関（WMO）と国連環境計画
（UNEP）が設立

• 1980年代、気候変動が国際政治上の課題として浮上。

• 政策決定者に対して、独立した科学的・技術的助言を行
う仕組みの必要性を、国際社会が認識。

• 1988年、国連総会がIPCCの設置を決定。

現在、195か国の政府が加盟

国際的な科学者のネットワーク

• 多くの専属職員を抱えているわけではなく、その活動は
世界中の科学者の自発的な貢献によって支えられ
ている。



IPCCの特徴
政策検討のために科学者が協力して助言を行う
仕組みを、史上初めて世界規模で実現

人間が引き起こす気候変動のリスク、その影響
及び適応策と緩和策の選択肢に関する科学的、
技術的、社会経済学的な情報を評価

• 自ら研究を行うわけではない。

報告書は政策に関わるものであるが、政策を規
定するものではない

気候変動問題のあらゆる側面をカバーできるよ
う、作業部会（Working Group）やタスクフォース

を設けて各分野に必要な専門家のネットワーク
を形成
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WG3WG2

WG1人間の活動によりCO2など温室効果ガスが発生

CO2など温室効果ガスの大気中濃度が上昇

気温上昇、降水量・パターンの変化、
海面上昇など自然界の変化

水資源や生態系への影響、健康被害、
災害発生など社会経済的側面の変化

変化に適応する必要性 変化を緩和する必要性

各国からの
温室効果ガス
排出量は？

TFI



IPCC評価報告書 (Assessment Reports)

IPCC UNFCCC
第１次評価報告書（FAR: 1990） UNFCCC の採択（1992）

第２次評価報告書（SAR: 1995） 京都議定書の採択（1997）

第３次評価報告書（TAR: 2001） マラケシュ合意（2001）

第４次評価報告書（AR4: 2007） バリ行動計画（2007）
コペンハーゲン合意（2009）
カンクン合意（2010）

第5次評価報告書（AR5: 2013-14） パリ協定の採択（2015）

第6次評価報告書（AR6: 2021-22） ?????

気候変動に関する総合的な科学的・技術的評価報
告書。数年に一回、WGI,II,III により作成される



特別報告書、方法論報告書

特別報告書（Special Reports）
気候変動に関わる特定の問題に関する報告書。
通常、取り上げる問題の内容に応じて、WGI,II,III 
のいずれかが単独あるいは共同で作成を担当。

• 航空と地球大気 (1999)
• 二酸化炭素回収・貯蔵 (CCS) (2005)
• 再生可能エネルギー源と気候変動の緩和 (2011)   /等

方法論報告書（Methodology Reports）
温室効果ガスの排出量・吸収量を推計するため
の方法を提示する報告書。TFIが作成を担当。

• 温室効果ガスインベントリーに関する
2006年IPCCガイドライン /等



AR6サイクルに作成される報告書

承認時期 報告書

2018年10月 1.5℃の地球温暖化に関する特別報告書 (SR15)
2019年5月 2019年改良版インベントリーガイドライン

(2019年方法論報告書)
2019年8月 気候変動と土地に関する特別報告書 (SRCCL)
2019年9月 変動する気候下での海洋と雪氷圏に関する

特別報告書 (SROCC)
2021年4月 第6次評価報告書：自然科学的根拠 (WGI) 
2021年9月 第6次評価報告書：気候変動の緩和 (WGIII) 
2021年10月 第6次評価報告書：影響、適応と脆弱性 (WGII) 
2022年5月 第6次評価報告書：統合報告書 (SyR)

2023年
第1回

グローバ
ルストッ
クテイク

 2023年以降の次期サイクル（AR7サイクル）では：
 気候変動と都市に関する特別報告書

 短寿命気候強制因子(SLCF)排出量計算に関する方法論報告書

が作成される予定。



1.5℃特別報告書



1.5℃の地球温暖化に関する特別報告書 (SR15)

Global Warming of 1.5°C
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-industrial 
levels and related global greenhouse gas 
emission pathways, in the context of 
strengthening the global response to the threat 
of climate change, sustainable development, 
and efforts to eradicate poverty
1.5℃の地球温暖化：気候変動の脅威

への世界的な対応の強化、持続可能な
開発及び貧困撲滅への努力の文脈にお
ける、工業化以前の水準から 1.5℃の

地球温暖化による影響及び関連する地
球全体での温室効果ガス(GHG)排出経
路に関するIPCC 特別報告書



作成の背景

 気候変動枠組条約（UNFCCC、1992年）の究極目的［第2条］

• 気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすことにならない水準にお
いて大気中の温室効果ガス濃度を安定化させること

• そのような水準は、生態系が気候変動に自然に適応し、食糧の生産
が脅かされず、かつ、経済開発が持続可能な態様で進行することが
できるような期間内に達成されるべきである

 パリ協定（2015年）の長期的・全地球的目標［第2 条1 項］
• 世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも2℃高い水準を十分に

下回るものに抑えること並びに世界全体の平均気温の上昇を工業化
以前よりも1.5℃高い水準までのものに制限するための努力を、この

努力が気候変動のリスク及び影響を著しく減少させることとなるも
のであることを認識しつつ、継続すること

 パリ協定を採択したCOP21が、IPCC に対して「工業化以前
の水準から1.5°C の気温上昇にかかる影響や関連する地球全
体での温室効果ガス排出経路」に関する特別報告書を2018 
年に完成させることを要請



構成

政策決定者向け要約（Summary for Policy Makers: SPM）

技術要約（Technical Summary）
• 第1章 枠組みと文脈

• 第2章 持続可能な開発の文脈において1.5℃と
整合する緩和経路

• 第3章 自然及び人間システムにおける1.5℃の
地球温暖化の影響

• 第4章 気候変動の脅威に対する世界的な対応の
強化と実施

• 第5章 持続可能な開発、貧困の撲滅及び
不平等の削減

用語集
各章の中に、よくある質
問に対する答え（FAQs）
をまとめたBoxあり。



政策決定者向け要約(SPM)

政策決定者向け要約(SPM)では、報告書の内容を以下
の流れで再構成しつつ要点を整理。

• Ａ 1.5℃の地球温暖化の理解

• Ｂ 予測される気候変動、潜在的な影響及び
関連するリスク

• Ｃ 1.5℃の地球温暖化に整合する排出経路と
システムの移行

• Ｄ 持続可能な開発及び貧困撲滅への努力の
文脈における世界的な対応の強化



A. 1.5℃の地球温暖化の理解

 人間活動は、工業化以前からすでに約1℃の地球温暖化をも
たらしたと推定される
• 工業化以前からの長期的な昇温傾向を反映して、2006 〜2015 年の 10 

年間に観測された世界全体の推定平均地表温度値（陸域及び海氷の
表面付近気温と、海氷のない海域の海面水温の平均）は、 1850 〜
1900 年の期間の平均に比べて、 0.87 ℃（0.75 〜0.99 ℃）上昇した。

 人為起源の地球温暖化は10年で約0.2℃の速度で進行中。こ
のまま進めば、2030～2052年の間に1.5℃上昇に達する可能性
が高い

 現在までの人為起源の排出による昇温は、数百年から数千
年にわたって継続する。ただし、これらの排出のみで、
1.5℃の地球温暖化をもたらす可能性は低い

 1.5℃の地球温暖化における自然及び人間社会に対する気候
に関連するリスクは、現在よりも高く、2℃の地球温暖化に
おけるものよりも低い



SR15
図SPM.1



B.予測される気候変動、潜在的な影響及び関
連するリスク

 気候モデルは、現在と1.5℃の地球温暖化の間、及び1.5℃と
2℃の地球温暖化の間には、地域的な気候特性に明確な違い
があると予測

 2100 年までの世界平均海面水位の上昇は、2℃に比べて1.5℃
の地球温暖化においての方が約0.1m 低い

 陸域では、種の喪失及び絶滅を含む、生物多様性及び生態
系に対する影響は、2℃に比べて1.5℃の地球温暖化において
の方が低い

 地球温暖化を2℃に比べて1.5℃に抑えることによって、海水

温の上昇、並びにそれに関連する海洋酸性度の上昇及び海
洋酸素濃度の低下を低減させる

 健康、生計、食料安全保障、水供給、人間の安全保障、及
び経済成長に対する気候に関連するリスクは、1.5℃の地球
温暖化において増加し、2℃においてはさらに増加する
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C. 1.5℃の地球温暖化に整合する排出経路とシ
ステムの移行

 地球温暖化を1.5℃に抑えるモデルの排出経路では、世界全
体の人為起源のCO2 の正味排出量が、2030 年までに、2010 
年水準から約45％減少し、2050 年前後に正味ゼロに達する

 地球温暖化を2℃より低く抑えるためには、ほとんどの排出
経路において、CO2 排出量は2030 年までに約25%削減され、
2070 年前後に正味ゼロに達すると予測される

 地球温暖化を1.5℃に抑える経路においては、エネルギー、

土地、都市及びインフラ（運輸と建物を含む）、産業シス
テムにおける、急速かつ広範囲に及ぶ移行が必要

 地球温暖化を1.5℃に抑える全ての排出経路は、二酸化炭素
除去（CDR）を、21 世紀にわたって利用すると予測

 大幅な短期の排出削減、及びエネルギー需要や土地利用需
要を下げる対策は、炭素回収・貯留付きバイオエネルギー
(BECCS)の必要性を低減
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D.持続可能な開発及び貧困撲滅への努力の文
脈における世界全体による対応の強化

 パリ協定の下で提出された、国別に宣言する現在の緩和
（温室効果ガス削減）の野心を反映した排出経路は、たと
え2030 年以降の排出削減の規模と野心の挑戦的な引き上げ
によって補完されたとしても、地球温暖化を1.5℃に抑える
ことはないであろう

 地球温暖化が2℃ではなく1.5℃に抑えられ、緩和と適応の相

乗効果が最大化され、一方トレードオフが最小化される場
合には、持続可能な開発、貧困撲滅及び不公平の低減に対
する気候変動による影響は、より大きく回避されるだろう

 1.5℃排出経路に整合した緩和の選択肢は、持続可能な開発
目標（SDGs）全般にわたって、複数の相乗効果とトレード

オフを伴う。起こりうる相乗効果の総数はトレードオフの
数を超えるが、それらの正味の効果は、ポートフォリオの
構成、及び移行をどう管理するかに依拠する
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気候変動と土地に関する
特別報告書



気候変動と土地に関する特別報告書 (SRCCL)

Climate Change and Land
An IPCC Special Report on climate change, 
desertification, land degradation, sustainable 
land management, food security, and 
greenhouse gas fluxes in terrestrial 
ecosystems

気候変動と土地：気候変動、砂漠化、
土地の劣化、持続可能な土地管理、
食料安全保障及び陸域生態系におけ
る温室効果ガスフラックスに関する
IPCC 特別報告書



作成の背景
 2015～2016年に特別報告書のテーマを検討した際、「土地」

関連の提案が多数寄せられた

• 気候変動と砂漠化、食料安全保障と気候変動、気候変動と土地の劣
化、気候変動と山岳地帯 /等々

 過去のIPCC特別報告書や他機関の報告書でも、「気候変動
と土地」というテーマは扱われている
• 「土地利用、土地利用変化及び林業」に関するIPCC特別報告書

（2000年）

• 国連食糧農業機関（FAO）
• 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラット

フォーム（IPBES）
 しかし、最新の知見を踏まえたIPCC特別報告書は有意義

• パリ協定（2015 年採択）、仙台防災枠組（2015 年採択）、持続可能
な開発目標（SDGs）を記載した持続可能な開発のための2030 アジェ
ンダ（2015 年採択）なども視野に

• 「気候」を中心とする観点から土地に視線をあて、気候変動への適
応や緩和策推進におけるリスク評価などを議論



構成

政策決定者向け要約（Summary for Policy Makers: SPM）

技術要約（Technical Summary）
• 第1章 報告書の構成と背景

• 第2章 土地と気候の相互作用

• 第3章 砂漠化

• 第4章 土地劣化

• 第5章 食糧安全保障

• 第6章 上記とGHGフラックスとの相互連関：相乗効果、
トレードオフと統合的な対応策のオプション

• 第7章 リスク管理と持続可能な開発に関する意思決定

用語集

各章の中に、よくある質
問に対する答え（FAQs）
をまとめたBoxあり。



政策決定者向け要約(SPM)

政策決定者向け要約(SPM)では、報告書の内容を以下
の流れで再構成しつつ要点を整理。

• Ａ 昇温する世界における人々、土地及び気候

• Ｂ 適応及び緩和の応答/対応オプション

• Ｃ (必要な適応・緩和策を)可能とする応答/対応の選択肢

• Ｄ 当面の対策（Action in the near-term）



A.昇温する世界における人々、土地及び気候

 工業化以前の期間より、陸域面気温は世界全体の平均気温
に比べて2 倍近く上昇している

 極端現象の頻度及び強度の増大を含む気候変動は、食料安
全保障及び陸域生態系に悪い影響を及ぼし、多くの地域に
おいて砂漠化及び土地劣化に寄与してきた

 農業、林業及びその他土地利用からの温室効果ガス排出量
は、人為起源総排出量の約 23 %に相当（2007～2016年）

 世界の食料システムにおける食料の生産・製造の前後に行
われる活動に関連する排出量が含まれた場合、人為起源の
正味の温室効果ガスの総排出量の21-37%を占める

 気候変動は土地に対して追加的なストレスを生み、生計、
生物多様性、人間の健康及び生態系の健全性、インフラ並
びに食料システム対する既存のリスクを悪化させる
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B.適応及び緩和の応答/対応オプション

 気候変動への適応及び緩和に寄与する多くの土地に関する対
応は、砂漠化、土地劣化や食糧安全保障の対策ともなる

 ほとんどの対応の選択肢は、利用可能な土地をめぐる競争を
伴わずに適用可能だが、一部の選択肢は土地転換需要を増大
させ、負の副次的効果につながりうる

 砂漠化を回避、低減し同現象を逆転させることは、土壌肥沃
度を増大させ及びバイオマスにおいて炭素貯蔵を増大させ、
同時に農業生産性及び食料安全保障便益もたらす

 持続可能な土地管理は、土地の生産性を維持し、場合によっ
ては気候変動が土地劣化に及ぼす悪い影響を覆しうる

 適応及び緩和を進めるために、食品ロス及び廃棄物を含む、
生産から消費に至るまで食料システム全体にわたって対応の
選択肢を導入することは有効。食生活の変化による温室効果
ガス排出削減は、2050年までに0.7-8GtCO2eq/年になりうる
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SRCCL
図SPM.4A



C. (必要な適応・緩和策を)可能とする応答/対
応の選択肢
 食品ロス及び廃棄物を削減し、食生活における選択に影響

を与える政策を含む、食料システムにわたって運用される
政策は、より持続可能な土地利管理、食料安全保障の強化
及び低排出シナリオを可能とする。それらは、貧困撲滅や
公衆衛生改善にもつながる

 よりよい土地管理を進め、多くの副次的便益を得るには、
複数の部門・レベルにまたがる強化されたガバナンスのも
と、順応的で柔軟性のある政策選択を進めることが必要

 意思決定及びガバナンスの効果は、局所的な利害関係者
（特に先住民族地域及びガバナンスの効果は、局所的な利
害関係者（特に先住民族、局所的な地域社会、女性、並び
に貧困者及び周縁化された人々など気候変動に最も脆弱な
人々）による、土地に基づく気候変動への適応及び緩和の
政策手段の選定、評価、実施及び監視における関与によっ
て強化される



D.当面の対策

 既存の知識に基づき当面の対策を取ることで、土地劣化及
び食料安全保障に取り組むと同時に、気候変動に対する適
応及び緩和を可能とするより長期的な対応を支えうる
• 個人及び組織の能力開発

• 知識移転の加速化

• 技術の移転及び普及の強化

• 資金メカニズムの有効化、

• 早期警戒システムの実施 /等々

 野心的な緩和経路に従い、全ての部門にわたる人為起源温
室効果ガスの急速な削減は、陸域生態系及び食料システム
に対する気候変動の負の影響を抑制する
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変動する気候下での海洋と雪氷圏に関する
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The Ocean and Cryosphere in a 
Changing Climate
IPCC Special Report on the Ocean and 
Cryosphere in a Changing Climate

変化する気候下での海洋・雪氷圏：
変化する気候下での海洋・雪氷圏に
関する IPCC特別報告書



作成の背景

 2015～2016年に特別報告書のテーマを検討した際、「海洋」
や「雪氷圏」関連の提案が多数寄せられた

• 雪氷圏への気候変動の影響、南極と南海域：海洋と気候変動、海洋に
おける気候変動の証拠・影響・それへの適応、海水面上昇と氷河溶解
/等々

 「海洋」や「雪氷圏」を主要テーマとする特別報告書は、長
いIPCC の歴史の中でも先例なし

 気候変動に関する国際政治・国際交渉では、近年、特に海洋
について注目が集まる
• 「The Because the Ocean Initiative」（2015年）：

海洋が地球上の生命を支えていることや海洋が地球の気候システムに
おいて重要な役割を果たしていることを指摘し、CO2排出や気候変動

の影響に対する海洋のレジリエンスを強化するよう国際社会が必要な
行動をとることを強く促す

• パリ協定、持続可能な開発目標（SDGs）を記載した持続可能な開発
のための2030 アジェンダ、仙台防災枠組などの採択（すべて2015年）



構成

政策決定者向け要約（Summary for Policy Makers: SPM）

技術要約（Technical Summary）
• 第1章 構成と背景

• 第2章 高山地域

• 第3章 極域

• 第4章 海面水位上昇並びに低海抜の島嶼、
沿岸域及びコミュニティへの影響

• 第5章 海洋、海洋生態系及び依存する
コミュニティの変化

• 第6章 極端現象、急速な変化及びリスク管理

用語集

各章の中に、よくある質
問に対する答え（FAQs）
をまとめたBoxあり。



政策決定者向け要約(SPM)

政策決定者向け要約(SPM)では、報告書の内容を以下
の流れで再構成しつつ要点を整理。

• Ａ 観測された変化及び影響

• Ｂ 予測される変化及びリスク

• Ｃ 海洋及び雪氷圏の変化に対する対応の実施



A.観測された変化及び影響

 世界全体の海洋は、ほぼ確実に1970年より昇温しており、気
候系における余剰熱の90%を超える熱を取り込んできた

 海洋がより多くのCO2を吸収することによって、海面（表面
海水）の酸性化が進行している

 世界平均海面水位は、グリーンラド及び南極の氷床から氷
が消失する速度の増大、氷河の質量消失及び海洋熱膨張継
続により、ここ最近の数十年加速化して上昇している

 1950年頃より多くの海洋生物種が、海洋の昇温、海氷の変化

及び生息地に対する酸素の喪失などの変化に応答し、地理
的な分布域の移動（変化）及び季節行動の変化を経ている

 20世紀半ばより、北極圏及び高山地域における雪氷圏の縮

退は、食料安全保障、水資源、水質、生計、健康と福祉、
インフラ、交通、観光とレクリエーション及び人間社会の
文化に、主に負の影響を与えており、これは特に先住民の
人々にあてはまる
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B.予測される変化及びリスク

 世界レベルでの氷河の質量の消失、永久凍土の融解、並び
に積雪被覆及び北極域の海永面積の減少は、地表面気温の
上昇によって短期的（2031-2050年）に継続する

 今後数十年において温室効果ガスの排出量が大幅に削減さ
れれば、2050年以降のさらなる変化は低減される

 21世紀にわたって海洋は、先例のない状態に移行する
• 水温の上昇

• 酸性化の進行

• 酸素の減少 /等々

 平均海面水位及び極端な海面水位は、海洋の昇温と酸性化
を伴って低平地沿岸域の人間コミュニティにもたらされる
リスクを増大させる

 漁獲可能量の減少、海洋生態系の損失・劣化等により、人
間にとって重要な海洋の価値が損なわれる
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C.海洋及び雪氷圏の変化に対する対応の実施

 海洋及び雪氷圏における気候に関連する変化の影響によっ
て、局所的な規模から世界的な規模において、適応による
対応を策定し実施する現在のガバナンスの取り組みは、
益々困難になり、場合によってはその限界まで追い込まれ
る。最も曝露の度合いが高くかつ脆弱性の高い人々は、対
応する能力が最も低い人々であることが多い

 多くの文脈において、生態系ベースの適応は、最も低い昇
温の程度においてのみ有効である

 海洋及び雪氷圏における気候に関連した効果的な対応を実
施するためには、ガバナンスを行う当局の間の空間スケー
ル及び計画期間についての調整・協力が必要である



おわりに



AR6サイクルに作成される報告書（再掲）

承認時期 報告書

2018年10月 1.5℃の地球温暖化に関する特別報告書 (SR15)
2019年5月 2019年改良版インベントリーガイドライン

(2019年方法論報告書)
2019年8月 気候変動と土地に関する特別報告書 (SRCCL)
2019年9月 変動する気候下での海洋と雪氷圏に関する

特別報告書 (SROCC)
2021年4月 第6次評価報告書：自然科学的根拠 (WGI) 
2021年9月 第6次評価報告書：気候変動の緩和 (WGIII) 
2021年10月 第6次評価報告書：影響、適応と脆弱性 (WGII) 
2022年5月 第6次評価報告書：統合報告書 (SyR)
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